
東京労働局労働基準部監督課

労働基準法等の改正について

労働者派遣事業（更新）許可証交付式



派遣元 派遣先

派遣労働者

労働者派遣契約

指揮命令労働契約

労務管理上の権限

派遣元・派遣先・派遣労働者の関係
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適用条項 派遣元 派遣先

労働条件の明示（１５条） 〇

解雇（１９条、２０条、２１条） 〇

賃金、休業手当（２４条、２６条） 〇

労働時間（３２条、３６条） 〇

※ただし、３６協定の締結・届出については・・・ 〇

年次有給休暇（３９条） 〇

就業規則（８９条） 〇

罰則（１１７条～１２０条）、両罰規定（１２１条） 〇 〇

労働基準法については、原則として派遣元事業主が責任を
負うが、派遣先が責任を負う事項がある
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労働条件の明示
労働基準法では、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件の明示義務があります。

ａ 労働契約の期間
ｂ 有期労働契約の更新の基準
ｃ 就業場所・従事すべき業務
ｄ 始業・終業時刻、所定労働時間超えの

労働の有無、休憩時間、休日、 休暇、
２交代制等に関する事項

ｅ 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の
締切・支払時期、昇給に関する事項

ｆ 退職（解雇を含む）に関する事項
Ｇ その他

4



労働条件の明示（令和６年４月～）
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36協定（時間外・休日労働に関する協定）

 派遣労働者に時間外・休日労働を行わせるには、
派遣元で３６協定を締結・届出

 派遣元は、派遣先に３６協定の内容を情報提供し、
３６協定の範囲を超えて時間外労働・休日労働を
行わせることがないようにする

労基法第36条
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法律で時間外労働の上限が定められており、これを超える時間外労働はできません。

１年間＝12か月【対象期間】

残業時間(原則)
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限(原則)【限度時間】

法律による上限(例外)
・年720時間
・月100時間未満（休日労働を含む）

東京労働局労働基準部監督課

特別条項

年間６か月まで

上限規制
・月100時間未満※

・複数月平均80時間※
※休日労働を含む

時間外労働の上限規制
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建設事業

災害時における復旧及び復興の事
業を除き、上限規制がすべて適用さ
れます。
災害時における復旧及び復興の事

業には、時間外労働と休日労働の合
計について、月100時間未満、２～
６ヶ月平均80時間以内とする規制は
適用されません

【原則】
・様式9号
・様式9号の２
【災害復旧及び復興】
・様式第9号の3の2
・様式第9号の3の3

自動車運転者

特別条項付き36協定を締結する場
合の年間の時間外労働の上限が年960
時間となります。
時間外労働と休日労働の合計につ

いて、月100時間未満、２～6ヶ月平
均80時間以内とする規制が適用され
ません。
時間外労働が月45時間を超えるこ

とができるのは年６ヶ月までとする
規制は適用されません。

様式第9号の3の4
様式第9号の3の5

新技術・新商品等の
研究開発業務

医師の面接指導、代替休暇の付
与等の健康確保措置を設けた上
で、時間外労働の上限規制は適
用しません。

様式9号の３

令和６年度適用開始業務等及び除外業務
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そもそも、①の希望申出がしにくい
という状況がありました。

 我が国の年休取得率：49.4%

（平成29年就労条件総合調査）

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に休
みます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設）

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休ん
でください」

労働者 使用者

４/１
入社

１０/１ ４/１

10日付与
（基準日）

１０/１～翌９/３０までの１年間に５

日取得時季を指定しなければなら
ない。

９/３０

（例）４/１入社
の場合

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、そのうちの年５日につい
て使用者が時季を指定して取得させることを義務づけ。

年次有給休暇の時季指定義務
年５日の年次有給休暇を取得させることを企業に義務づけ
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労働者が自ら５日取得した場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要

労働者が自ら３日取得＋計画的付与２
日の場合

⇒ 使用者の時季指定は不要

労働者が自ら３日取得した場合 ⇒ 使用者は２日を時季指定

計画的付与で２日取得した場合 ⇒ 使用者は３日を時季指定

年次有給休暇の時季指定義務のポイント

対象者は、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に５日について、
使用者が取得時季を指定して与える

労働者が自ら申し出て取得した日数や、計画的付与で取得した日数については、
５日から控除することができる

時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めな
ければならない

労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存
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年
次
有
給
休
暇
取
得
日
数

基準日（労働基準法第39条第7項関係） ２０１９／４／１

基準日から１年以内の期間における年次有給休
暇の取得日数

１７．５日

2019
4/4

2019
5/27

2019
6/3

2019
7/1

2019
8/1

2019
8/13

2019
8/14

2019
8/15

2019
8/16

2019
8/19

2019
9/2

2019
10/9

2019
11/5

2019
12/6

2020
1/14

2020
2/10

2020
3/19

2020
3/20
(午前）

労働者名簿又は賃金台帳に以下のような必要事項を盛り込んだ表を追加する

時季

基準日

取得日数

３年間保存する必要があります。

年次有給休暇管理簿【例】
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東京労働局労働基準部監督課

よくいただく質問 【年次有給休暇】

繰越分を含めて10日以上になる人は対象になるのか？

対象となりません。あくまで当年度の付与日数が10日以上
の労働者が対象となります。

繰越分から消化しても、5日にカウントできるのか？

できます。期間内に消化した年次有給休暇であれば対象と
なります。

特別休暇を消化した場合、5日にカウントできるのか？

今回の対象は法定の年次有給休暇なので、法定外の特別休暇
はカウントできません。
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１か月の時間外労働

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（改正前） （改正後 R5年4月1日～）
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月60時間を超える残業について、割増賃金率が引上げられました

月60時間超の残業割増賃金率
大企業は50%
中小企業は25％

月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50%

※中小企業の割増賃金率を引上げ
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その他の労働基準法・労働安全衛生法の

条文と派遣元・派遣先の責任分担の詳細は、

配布資料をご覧ください。

また、本日のご説明内容にご質問などが

あれば、東京労働局監督課（03-3512-1612）

あてご連絡ください。
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